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社
會
保
険

の
現
状

と
そ
の
改
正

を
め
ぐ
る
諸
問

題

清

水

金

二

郎

は

し

が

き

わ
が
國
の
社
會
保
険

制
度
は
、
實
施
以
來
既
に
四
半
世
紀
を
経
た
健
康
保
険

を
初
め
と
し
て
、
敦
れ
も
み
な
相
當

の
歴
史
を
有
し
、
特

に
終
載
後
に
お
い
て
は
、
相
當
程
度
に
整
備
さ
れ
、
國
民
の
醫
療
保
障
に
多
大
の
寄
與
を
な
し
得
る
よ
う
に
な
つ
た
と
言
う

こ
と
も
で
き

る
が
、
し
か
し
な
お
さ
ま
ざ
ま
の
改
善
を
要
す
る
貼
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
完
備
せ
る
制
度
な
ど
と
は
到
底
言

い
得
な
い
實
情

で

あ

る
。
か
く
て
そ
の
改
善
が
社
會
保
障
制
度
審
議
會
そ
の
他
各
方
面
か
ら
年
來
強
く
要
望
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
途
に
厚
生
省
で
も

健
康
保
険

法
、船
員
保
険

法
、厚
生
年
金
保
険

法
の
改
正
に
着
手
し
、
改
正
試
案
が
現
在
社
會
保
険

審
議
會
の
議

に
付

せ
ら
れ

つ
」
あ
る
。

ま
た
國
民
健
康
保
険

に
つ
い
て
も
、
醫
療
給
付
費
の
二
割
を
國
庫
負
播
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
望
が
非
常
に
強
く
な
り
、
政
府
も
こ
の

問
題
を
眞
創
に
槍
討
し
た
結
果
、
結
局
昭
和
二
十
八
年
度
豫
算
に
は

一
割
五
分
の
國
庫
補
助
が
計
上
さ
れ
る
に
至

つ
た
。

本
稿
で
は
、
先
す
、
こ
れ
ら
諸
種
の
社
會
保
険

制
度
の
現
歌
を
見
て
、
そ
の
根
本
的
改
正
の
必
要
な
所
以
を
明
か
に
し
、
次
い
で
、
傳

え
ら
れ
る
厚
生
省
の
改
正
案
な
ど
に
よ
つ
て
果
し
て
満
足
な
改
善
が
實
現
し
得
る
か
否
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
、
若

干
の
考
察
を
し
て
見

た
い
と
思
う
。

一

先
す
健
康
保
険

で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
終
戦
後
は
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
藪
が
激
檜
し
、
こ
れ
に
伴
な

つ
て
療
養
諸
費
も
激
増



す
る
に
至

つ
た
。
例
え
ば
被
保
険

者
に
醤
す
る
療
養
の
給
付
費
の
如
き
は
、
昭
和
二
四
年
度
の
二
七
億

一
、
七
八
五
萬
圓
に
対
し
、
昭
和

二
五
年
度
は
七
三
億
九
、
五
四
三
萬
圓
余
と
な
つ
て
い
て
、
二

・
七
倍
の
増
加
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
傷
病
手
當
金
は
、
昭
和
二
四
年
度

の
四
億
○
、
六
八
七
萬
圓
余
に
樹
し
、
二
五
年
度
に
は
、

一
六
億
○
、

一
〇
八
萬
圓
余
で
・
四
倍
弱
に
激
増
し
た

の
で
あ
る
。
そ
レ
て
こ

の
よ
う
な
受
診
者
の
増
加
、
療
養
諸
費
の
増
加

の
傾
向
は
、
そ
の
後
も
変

り
な
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
保
険
財
政
は
次
第
に
窮

迫
す
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
三
、
四
年
に
は
経
済
界
の
不
現
に
よ
る
保
険
料
の
滞
納
と
い
う
悪
條
件
が
加
わ
つ
た
た
め
、
遂

に
は
保
険
経
済

の
破
局
的
危
機
の
到
來
さ
え
憂
慮
さ
れ
る
程
と
な
つ
た
。

そ
こ
で
こ
の
危
機
を
打
開
す
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
措
置
が
と
ら
れ
た
。

先
す
昭
和
二
四
年
五
月
に
法
律
を
改
正
し
て
、
保
険
料
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
を

一
九
等
級
、
最
高
二
四
、
○
○
○
圓
に
引
上

げ

て
保
険
料
の
増
額
を
圖
り
、
ま
た
保
険
料
率
を
千
分
の
四
〇
か
ら
千
分
の
五
〇
に
引
上
げ
る
と
と
も
に
、
保
険
料

の
徴
収
を
確
保
す
る

た
め
に
、
事
業
主
が
被
保
険
者
の
負
担
す
る
保
険
料
を
納
期
ま
で
に
納
入
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
處
罰
す
る
こ
と
と
し
て

一
定
の
罰

則
を
定
め
、
更
に
初
診
料
に
相
當
す
る
額
を

一
部
負
憺
…金
と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
次
に
同
年
八
月
に
は
、
法
律
で
認
め
ら
れ
て

い
る
保
険
料
率

の
最
高
限
を
干
分
の
五
五
に
引
上
げ
る
こ
と
に
改
め
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
法
律
の
改
正
に
俘
い
實
際

の
運
營
面
で
は
滞
納

保
険

料
の
徴
収
、
保
険

醫
鑑
査
並
び
に
保
険
醫
等

の
診
療
報
酬
請
求
書

の
審
査
な
ど
を
鋤
行
し
、
い
わ
ゆ
る

'濫
診
、
濫
療
の
弊
害
の
除
去

に
努
力
が
佛
わ
れ
た
。

一
方
社
會
保
障
制
度
審
議
會
は
、
昭
和
二
四
年
八
月
に

「
健
康
保
険

法
の
給
付
費
に
対
す
る

國
庫
負
担

の
件
」
を

以
て
、
総
理
大
臣
に
對
し
、
崩
壌
寸
前
に
あ
る
健
康
保
険

の
た
め
、
緊
急
立
法
及
び
豫
算
措
置
を
講
じ
て
、
保
険

給
付
費

の
一
割
を
國
庫

が
負
擔
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
實
現
を
見
な
か
つ
た
。

然
し
狛」
れ
ら
の
措
置
に
よ
つ
て
も
保
険
純
濟
の
危
機
は
解
漕
し
得
す
、
途
に
ご
四
年
度
中
に
、
五
〇
余

の
健
康
保
険

組
合
が
解
散
を
命

ぜ
ら
れ
る
と
い
う
結
果
を
生
じ
た
の
で
、
昭
和
二
五
年
度
に
も
、
法
律
や
恥
葎
規
則
に
つ
き
、
訳
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
た
Q



第

一
に
昭
和
二
五
年

一
二
月
に
は
法
律
を
改
正
し
て
、
法
定
保
険

料
率
を
千
分
の
五
〇
か
ら
千
分
の
六
〇
に
引
上
げ
、
厚
生
大
臣
が
社

會
保
険

審
議
會
に
諮
問
し
て
変
更

し
得
る
料
率

の
範
囲
を

千
分
の
四
五

乃
至

千
分
の
五
五
か
ら

千
分
の
五
五
乃
至
千
分
の
六
五
に
引
上

げ
、
ま
た
法
律
第
五
五
條
を
改
正
し
て
、
被
保
険

者
の
資
格
喪
失
後
に
お
い
て
継
続
給
付
を
受
け
得
る
た
め
の
資
格
要
件
と
し
て
資
格
喪

失

の
日
前
繼
續
し
て
六
ケ
月
間
被
保
険

者
た
り
し
こ
と
を
要
す
と
定
め
た
。
因
み
に
こ
の
改
正
規
定
は
、
法
律
第
五
七
條
に
よ
る
分
娩
に

關
す
る
継
続
給
付
を
受
け
る
者
に
も
準
用
さ
れ
る
。
更
に
政
府
管
掌
健
康
保
険

の
料
率
改
正
に
よ
つ
て
同
被
保
険

者

の
負
担
す
る
保
険

料

の
額
が
引
上
げ
ら
れ
た
の
に
鷹
じ
て
、
組
合
管
掌

の
被
保
険

者
に
つ
い
て
法
定
さ
れ
て
い
る
負
担

の
最
高
限
度
を
從

前
の
報
酬
月
額
の
千

分

の
三
〇
か
ら
千
分
の
三
五
と
改
め
た
。

次
に
施
行
規
則
に
つ
い
て
は
昭
和
二
六
年

一
月
に
次
の
よ
う
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。

先
す
、
被
保
険

者
資
格
の
喪
失
後
、
継
続

療
養
を
受
け
る
場
合
、
從
來
は
舊
被
保
険

者
證
に
よ
つ
て
受
診
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

今
後
は
、
保
険

者
に
お
い
て
繼
續
療
養
證
明

書
を
三
ケ
月
毎
に
發
行
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
こ
れ
は
、
資
格
喪
失
の
際
に
お
け
る
失
効
被

保
険

者
讃
を
徹
底
的
に
回
牧
す
る
と
と
も
に
、
繼
續
療
養
が
や
N
も
す
れ
ば
放
慢
に
流
れ
易
か
つ
た
の
を
防
止
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措

置

で
あ
る
。
ま
た
傷
病
手
當
金

の
請
求
書
及
び
添
附
書
類
の
法
定
記
載
事
項
が
詳
細
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
業
務
上
傷
病
の
混
入
、
傷
病
手

常
金
と
労
務
報
酬
と
の
併
給
、
労
務
不
能
の
事
實
に
つ
い
て
の
不
正
申
請

を
防
止
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
諸
種
の
方
策
を
講
じ
て
保
険
経
済

の
建
直

し
に
努
力
が
梯
わ
れ
て
い
た

一
方
で
は
、
朝
鮮
事
変

勃
焚
後
に
お
け
る
経
済
界

の
好
榑
、
給
與
べ
ー
ス
の
上
昇
な
ど
が
あ
つ
て
被
保
陰
者
の
標
準
報
酬
叉
は
平
均
賃
銀
が
上
昇
し
、
從

つ
て
保
険
料
額
も
増
加
し
そ
の
納

入
成
績
も
良
好
と
な

つ
た
の
で
、
昭
和
二
六
年
度
末
に
は
從
来
の
赤
字
経
営

を
脆
し
て
漸
く
黒
字
縄
螢
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し

一
方
で
は
、
昭
和
二
六
年
夏
頃
か
ら
保
険

診
療
箪
價
の
増
額
が
保
険
醫
側
か
ら
強
く
要
求
さ
れ
、
場
合
に
よ
つ
て
は
保
険

署
の

總
辭
退
さ
え
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
程
の
大
間
題
と
な
り
、
結
局
、
二
六
年

一
二
月

一
日
か
ら
從
來
の
甲
地

一
一
圓
、
乙
地

一
〇
圓

の
軍
便



を
改
め
て
、
甲
地

}
二
圓
五
・
銭
、
乙
地

=

園
五
・
銭
に
引
上
げ
る
.、
と
と
す
る
と
と
も
に
(

証

會
保
険

診
警

対
す
る

課
税
基
准
率

の
引
下
げ
を
な
し
、
ま
た
臨
時
腎
療
審
議
會
を
設
け
て
問
題
を
更
に
槍
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
辛
う
じ
て

一
應
の
解

決
が
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
か
Σ
る
診
療
軍
價
の
値
上
げ
が
保
険
経
済

に
対
し

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
り
、
從

つ
て
こ
の
點

か
ら
見
れ
ば
、
健
康
保
険

の
経
済
的
な
危
機
は
解
消
さ
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
む
し
ろ
次
第
に
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る

も

の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

健
康
保
険

は
以
上
の
如
く
財
政
的
に
極
め
て
不
安
定
な
歌
呪
に
あ
る
上
に
、
適
用
の
範
囲
や
保
険
給
付
の
面
に
お
い
て
も
、
な
お
不
完

全

な
點
が
多
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
適
用
範
囲

に
つ
い
て
見
る
と
、
被
保
険

者
は
、
原
則
と
し
て
、
五
人
以
上
の
從
業
員
を
使
用
し
て
い
る
法
律
所
定
の
事
業
所

叉

は
事
務
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
者
に
限
ら
れ

)
、
こ
れ
以
外
の
被
用
者
、
た
と
え
ば
從
業
員
五
人
未
脅

小
企
業
に
使
用
さ
れ
る

者
、
法
律
所
定
事
業
以
外
の
事
業
を
營
む
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
ふ
臨
時
使
用
人
な
ど
に
対
し
て

は
適
用
が
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を

イ
ギ
リ

ス
の
國
民
保
険

法
が

一
六
歳
以
上
の
労
働
年
令
に
あ
る
男
女
を
、
被
用
者
、
自
營
者
、
無
業
者
の
別
な
く
全
部
被
保
険

者
と
し
、

ま
た
國
民
保
健
事
業
法
が
イ
ギ
リ
ス
國
民
全
部
に
樹
し
、
原
則
と
し
て
、
無
償
で
醫
療
を
保
障
し
て
い
る
の
に
対
比

す
れ
ば
、
そ
の
差
の

余

り
に
も
甚
だ
し
い
の
に
、
何
人
と
い
え
ど
も
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
故
に
適
用
範
囲

の
擴
張
が
何

よ
り
も
望
ま
し
い
の

で
あ
る
。

ま
た
保
険
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
も
、
療
養

の
給
付
或
い
は
療
養
費
の
給
付
に
し
て
も
、
そ
の
給
付
期
間

は
、
二
年
間
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
も
治
癒
す
る
ま
で
無
期
限
に
醫
療
を
保
障
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
と
は
非
常
な
相
異
で
あ
る
。

更

に
被
保
険
者
が
療
養

の
た
め
労
務
に
服
し
得
な
い
と
き
に
生
計
費
の
補
償
と
し
て
支
給
さ
れ
る
傷
病
手
當
金

は
、
同

一
の
疾
病
叉
は

負
傷
及
び
こ
れ
に
因

つ
て
發

し
た
疾
病

に
關
し
て
、
被
保
険

者
が
療
養
の
た
め
労
務
不
能
と
な
つ
た
第
四
日
か
ら
支
給
さ
れ
、
給
付
開
始

、法

一

」
二
條

昭
二
六
、

一
二

厚

生
省
出白
示
第
月六
六
號



後

一
般
傷
病
に
つ
い
て
は
六
ケ
月
、
結
核
性
疾
病
に
つ
い
て
は

一
年
六
ケ
月
の
間
、
標
準
報
酬
日
額

の
百
分
の
六
十
が
支
給
さ
れ
る
の
で

あ

る
が
、
元
來
標
準
報
酬
自
体
が
高
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
百
分
の
六
十
で
療
養
中

の
生
活
が
保
障
さ
れ
る
筈
も
な
く
、
給
付
さ

れ

る
期
間
も
甚
だ
し
く
短
期
間
で
あ
り
、
從

つ
て
三
年
以
上
保
険

に
蒲
入
し
て
い
て
週
彿

い
保
険
料
を

一
孟
六
回
以
上
納
入
し
た
者
に
封

し
て
は
、
療
養
中
最
低
生
活
を
保
障
す
る
に
充
分
な
額
が
疾
病
給
付
と
し
て
無
期
限
に
支
給
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
と
比
較
す
る
と
き

は
、
結
局
、
無
き
に
は
優
る
と
い
う
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

國
民
健
康
保
険

に
あ
つ
て
は
、
保
険

財
政
の
不
安
定
、
給
付
内
容

の
貧
弱
さ
は
、
健
康
保
険

よ
り
も

一
暦
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
國
民
健
康
保
険

組
合
は
昭
和

一
七
、
八
年
頃
に
半
強
制
的
に
設
立
さ
れ
、
財
政
的
基
礎
も
薄
弱
で
、
純
營
も
拙
劣
な
も

の
が
多
か
つ
た
た
め
、
昭
和
二
二
年
に
は
敗
戦
後

の
社
會
的
、
経
済

的
混
乱

の
た
め
に
大
打
撃
を
う
け
、
事
業
を
休
廃
止

す
る
組
合
が
續

出

し
、
た
め
に
連
合
軍
最
高
司
令
部
か
ら

「
日
本

の
國
民
健
康
保
険

制
度
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
緊
急
な
救
助
施
策
と
基
本
的
且

つ
將

來

の
見
透
し
と
し
て
の
改
革
を
行
わ
な
い
限
り
、
制
度

の
崩
壌
を
見
る
で
あ
ろ
う
」

と
の
勧
告
が
さ
れ
た
程
で
あ

つ
た
。
そ
の
結
果
、
昭

.

和

二
三
年
六
月
に
は
國
民
健
康
保
険

法
の
一
部
を
改
正
し
、
從
來
原
則
と
し
て
任
意
設
立
「
任
意
加
入
の
組
合
を
以

て
経
営
す
る
主
義
を

と

つ
て
い
た
の
を
廢
し
て
、
原
則
と
し
て
市
町
村
公
営

と
し
、
か
っ
市
町
村
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
と
き

は
、
そ
の
地
域
内
の

住
民
は
健
康
保
険

、
共
濟
組
合
の
被
保
険

者
な
ど
を
除
き
、
す
べ
て
組
合

に
加
入
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
い
わ
ゆ
る
任
意
設
立
、
強
制
加

入

の
主
義
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
市
町
村
公
営

と
し
た
の
は
、
國
民
健
康
保
険

制
度
が
市
町
村
の
行
政
と
密
接
な
関
係

が
あ
り
、
市
町
村

公
営

と
す
る
方
が
運
營
上
効
果
的
且
つ
便
利
で
あ
る
乏
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
強
制
加
入
と
し
た
の
は
、
加
入
を
任
意
に
し
て
置

く

と
健
康
な
者
が
自
然
こ
れ
に
加
入
せ
す
、・
保
険
蓮
營
の
圓
滑
化
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
か
Σ
る
逆
選
択

を
防

止
し
よ
う

と

す
る
の
が
そ
の
理
由
で
あ

つ
た
。

な
お
昭
和
二
五
年
三
月
に
、
社
會
保
険

審
議
會
、
社
會
保
険

醫
療
協
議
會
、
社
会
保
険

審
査
官
及
び
融
會
保
険
審
査
會

の
設
置
に
關
す



る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
に
伴

つ
て

一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
國
民
健
康
保
険

の
診
療
報
酬
の
標
準
額
と
療
養
擔
當
規
程
と
は
、
厚
生
大
臣

が
中
央
社
會
保
険

醫
療
協
議
會
に
諮
問
し
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
こ
の
點
で
健
康
保
険

と
大
体
歩
調
を

一
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
國
民
健
康
保
険

組
合
は
組
合
組
織
か
ら
市
町
村
経
営

に
切
替
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
も
依
然
と
し
て
赤
字
維
螢
に
悩

む
も
の
が
多
か
つ
た
の
で
、
社
會
保
障
制
度
審
議
會
は
、
昭
和
二
五
年

一
〇
月

に
、
社
會
保
障
制
度
に
關
す
る
勧
告

の
中
で
國
民
健
康
保

瞼

制
度
に
つ
き
次

の
よ
う
な
勧
告
を
行

り
た
,
即
ち
纏
營
主
体
に
關
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
市
町
村
及
び
そ
の
連

合
体
に
お
い
て
脛
螢

す

る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
設
立
す
る
こ
と
の
困
難
な
市
町
村
に
醤
し
て
は
へ
國
及
び
都
道
府
縣
が
強
力
に
こ
れ
を
助
成
し
て
そ
の
實
現
を

圖

る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
保
険
料
は
被
保
険
者

の
負
担
と
し
、
所
得
割
、
世
帯
割
、
被
保
陰
者
數
割
に
よ
り
、
市
町
村
の
目
的
税
と
し
て

徴
収

す
べ
き
で
あ
り
、
更
に
保
険
給
付
費

の
二
割

(結
核
に
つ
い
て
は
五
割
)
を
國
庫
負
擔
と
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ

つ
た
。

そ
こ
で
昭
和
二
六
年
三
月
に
は
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
國
民
健
庚
保
険

を
行
う
市
町
村
が
國
民
健
康
保
険

に
要
す
る
費
用
に

充
當
す
る
た
め
、
市
町
村
の
目
的
税
と
し
て
保
険
料
に
か
え
て
、
國
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
に
對

し
、
國
民
健
簾
保
険

税

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
と
と
も
に
、
國
民
健
康
保
険

法
を
改
正
し
て
、
診
療
報
酬
請
求
書

の
審
査
機
構
を
確
立
し
、
ま
た

特
別
の
事
由
あ
る
場
合
に
は
市
の

一
部
の
区
域
に
よ
る
公
営

を
認
め
、
そ
の
他
療
養
擔
當
者
が

一
部
負
措
金
を
直
接

に
そ
の
窓
ロ
で
徴
収

す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
そ
れ
ら
の
改
正
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

一
方
で
は
牧
入
を
確
保
し
、
他

方
で
は
支
出
を
合
理
化

し
て
、
保
険

財
政
を
健
全
化
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
以
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
ζ
れ
ら
の
措
置
に
も
拘
ら
す
、
保
険
財
政
は
好
轉
せ
す
、
醫
師

へ
支
払
わ
る
べ
き
療
養
の
給
付
費

の
未
佛
額
が
壇
加
す
る

の
に
、
保
険

料
牧
納
額
は
増
加
せ
す
、
昭
和

二
六
年
度
末
に
は
一
二

億
圓

の
赤
字
と
な

り
、
全
國
五
、
〇
九
〇
に
及
ぶ
保
険
者
中
の
六
Q

%
が
赤
字
経
営

に
悩
む
状
熊
で
あ

つ
た
。

か
く
て
昭
和
二
七
年
度
に
お
い
て
は
、
國
民
健
康
保
険

財
政
の
建
直
し
と
そ
の
健
全
な
蓮
營
を
圖
る
た
め
、
次

の
諸
方
策
が
實
施
さ
れ



た
。第

一
は
國
民
健
康
保
険
再
建
整
備
資
金
貸
付
法
に
よ
る
長
期
低
利
の
資
金
の
貸
付
制
度
の
實
施
で
あ
る
。
本
制
度

は
保
険
者
に
長
期
低

利

の
資
金
を
貸
付
け
、
よ
つ
て
以
て
診
療
報
酬
の
未
彿
の
解
消
、
保
険

財
政
の
確
立
を
圖
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
貸

付
を
受
け
得
る
た
め
に
は
、
保
険

者
は
、
次
の
諸
條
件
を
満
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
①

貸
付
を
受
け
る
年
度

の
前
年
度
に
お
け
る

調

査
決
定
し
た
保
険
料

(税
)
の
額
と

一
般
會
計
繰
入
金

(市
町
村
か
ら
の
補
助
金
を
含
む
)
の
額
と
の
合
計
額
が
療
養
給
付
費
の
額
の

五
五
%
以
上
で
あ
る
こ
と
、
②

受
診
率
が
五
〇
%
以
上
で
あ
る
こ
と
、
⑧

一
部
負
擔
金
の
額
の
療
養
給
付
費

の
額
に
対
す
る

割
合
が

五
〇
%
以
下
で
あ
る
こ
と
、
④

昭
和
二
七
年
度
に
お
け
る
貸
付
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
六
年
度
の
保
険
料
牧
納
割
合
が
七
〇
%
以
上
で

あ

る
こ
と
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
は
國
民
健
康
保
険

奨
働
交
付
金
制
度
の
實
施
で
あ
る
。
こ
れ
は
保
険
料

(税
)
の
牧
納
成
績
を
向
上
さ
せ
て
保
険

財
政
を
健
全
化

さ

せ
る
の
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
奨
働
交
付
金
の
交
付
要
件
は
、
前
述
の
貸
付
金
の
貸
付
要
件
と
同

一
で
、
①

交
付
金
を
交

付
さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
保
険
料
調
定
額
と

一
般
會
計
繰
入
金
と
の
合
計
額
が
療
養
給
付
費
の
五
五
%
以
上
で
あ
る
こ
と
、

②

受
診
率
が
五
〇
%
以
上
で
あ
る
こ
と
、
③

一
部
負
担

割
合
が
五
〇
%
以
下
で
あ
る
こ
と
、
④
保
険

料
牧
納

割
合
が
七
〇
%
以
上

で
あ
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
國
民
健
康
保
険

災
害
特
別
貸
付
金
制
度
で
あ
る
。

こ
れ
は
災
害
を
受
け
保
険

料

(税
)
を
減
冤
し
た
保
険

者
に
対
し
、
低
利
且

つ
長
期

の
融
資
を
行
い
、
國
民
健
康
保
険

事
業
の
圓
滑
な
蓮
營
を
圖
る
た
め
の
資
金
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
目
的
を
以
て
作
ら
れ
た
制
度

で
、
貸
付
要
件
は
、
災
害
を
受
け
た
保
険
者
が
、
①

災
害
の
た
め
、
當
該
市
町
村
が
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け

た
こ
と
、
⑧

災
害

の
た
め
當
該
市
町
村
に
お
い
て
所
得
税
及
び
市
町
村
民
税
の
減
免
並
び
に
保
険
料

(税
)

の
減
冤
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
③

減
冤
し
た
保

険
料

の
額
が
當
該
年
度
の
保
険
料

(税
)

の
調
定
額

(
叉
は
調
定
見
込
額
)

の
三
割
相
當
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
原
則
と
し
て
五
〇
萬
圓



以
上
で
あ
る
こ
と
、
と
な
つ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
施
策
が
實
施
さ
れ
て
以
後
も
、
國
民
健
康
保
険

の
財
政
は
悪
化
す
る
の
み
で
、
二
六
年
度
に
一
二

億
圓
だ

つ

た
赤
字
が
二
七
年
度
末
に
は
三

一
億
圓
に
達
す
る
と
豫
想
さ
れ
る
瓶
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
つ
た
の
は
、
再
建
整
備
資
金
貸

付
法
や
奨
勵
交
付
金
制
度
に
よ
る
貸
付
や
交
付

の
條
件
が
極
め
て
嚴
重
で
あ
る
の
で
、
眞
に
救
濟
再
建
を
要
す
る
も

の
を
、救
濟
し
得
す
、

當
初
の
再
建
整
備
の
目
的
が
、
逆

に
再
検
整
理
の
制
度
と
な
つ
た
た
め
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
が
、
根
本
的
に
は
、
被
保
険

者
の
保
険
料

負
担

能
力
が
限
度
に
達

し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

か
x
る
財
政
的
危
様
に
加
夕
る
に
、
最
近
で
は
、
療
養
を
擔
當
す
る
醫
師
會
側
に
、
國
民
健
康
保
険

の
診
療
報
酬

の
軍
便
を
健
康
保
険

の
そ
れ
と
同
額
に
引
上
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
の
要
求
が
強
ま
り
つ
」
あ
り
、
こ
れ
が
亦
赤
字
経
営

に
悩
み
つ
つ
あ
る
國
民
健
康
保
険

制
度
に

重
厘
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

國
民
健
康
保
険

制
度

の
財
政
的
危
機
が
健
康
保
険

制
度
以
上
に
重
大
で
あ
る
以
上
、
そ
の
保
険
給
付
の
内
容
が
健
康
保
険

の
そ
れ
よ
り

も

一
曽
劣
悪
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
國
民
健
康
保
険

に
お
い
て
ば
、
療
養
の
給
付
、
助
産
給
付
、
葬
祭
給
付
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
助
産
及
び
葬
祭
の

給

付
は
、
保
険

者
の
経
済
的
理
由
な
ど
特
別
な
事
由
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
く
て
も

よ
い
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
す
療
養
給
付

を
受
け
る
に
當

つ
て
も
、
被
保
険
者
自
身
が
、
療
養

の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
五
〇
%
を

一
部
負
担

金
と
し
て
負
担

せ
し
め
ら
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
。

か
、
る
貧
弱
な
内
容
の
給
付
を
以
て
署
療
保
障
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
な
ど
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
結
局
、
國

民
健
康
保
険

制
度

の

根
本
的
改
善
の
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
、
國
庵
補
助
の
大
幅
な
増
額
が
必
要
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

次
に
厚
生
年
金
保
険

制
度
に

つ
い
て
見
る
と
、
本
制
度
は
磯
足
當
初
か
ら
労
働
者

の
塗
活
保
障
の
た
め
の
制
度
と
し
て
よ
り
も
、
む
し



ろ
資
金
蓄
積
の
た
め
の
強
制
貯
蓄
の
制
度
と
し
て
の
性
質
を

一
暦
多
く
持

つ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
そ
の
上
忙
、
終
職
後

の
経
済
的

混
乱

の
結
果
、
生
活
保
障

の
た
め
の
制
度
と
し
て
の
機
能
を
殆
ど
全
く
失
う
に
至
つ
た
。

す
な
わ
ち
昭
和
二
三
年
七
月
に
厚
生
年
金
保
険

法
を
改
正
し
て
保
険
料
及
び
保
険

給
付
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
月
額
を
改
訂

し
、
從
前
は
最
低

一
〇
〇
圓
乃
至
最
高
六
〇
〇
圓
の
六
等
級
で
あ

つ
た
の
を
、
昭
和
二
三
年
八
月
か
ら
最
低
三
〇
〇
圓
乃
至
最
高
八
、

一

〇
〇
圓
の
二
七
等
級
に
引
上
げ
た
が
、
こ
れ
に
伴

つ
て
保
険
料
特
に
事
業
主
の
負
担
す
る
保
陰
料
が
著
し
く
増
加

す
る
の
で
、
こ
れ
を
救

濟

す
る
た
め
に
暫
定
的
に
低
い
保
険
料
率
を
定
め
、
ま
た
養
老
年
金
の
額

(厚
生
年
金
保
険

法
第
四
五
條
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
の
額

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
養
老
年
金
の
額
を
含
む
)
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
賃
金
の
大
さ
如
何
に
拘
ら
す
、
標
準
報
酬
月
額
を

一
律
に

三
〇
〇
圓
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
し
.
な
お
イ
ン
フ
レ
進
行
に
よ
る
貨
幣
價
値
の
下
落
の
た
め
に
生
す
る
不
合
理
を
是
正
す
る
た
め
、

一
定
條
件
に
も
と
す
き
、
遺
族
年
金
と
障
害
年
金

の
支
給
額
を
從
前

の
五
倍
に
引
上
ザ
、
更
に
寡
婦
、
蘇
夫
、
遺
児

の
新
ら
し
い
三
種

の

年
金
給
付
を
創
設
し
た
。

右
の
標
準
報
酬
月
額
の
改
訂
や
遺
族
年
金
及
び
障
害
年
金
の
額
の
引
上
げ
な
ど
は
、
受
給
者
の
生
活
を
保
障
す
る
と
い
う
本
制
度

の
目

的

を
達
成
す
る
た
め
の
當
然
の
措
置
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
養
老
年
金
の
額
の
計
算
に
つ
き

一
律
に
標
準
報
酬
月
額
を
三
〇
〇
圓
と
し
て

計
算
す
る
こ
と
と
し
、
從

つ
て
支
給
さ
れ
る
養
老
年
金
額
が

一
、
二
〇
〇
圓
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
保
険
料
の
増
大

に
對
處
す
る
た
め
の
便
法
で
あ
り
、
且

っ
養
老
年
金
の
受
給
資
格
は
、
被
保
険

者
た
り
し
期
間
が
二
〇
年
以
上
で
な
い
と
發
生
せ
す
、
即

ち
そ
れ
は
昭
和

一
七
年
か
ら
二
〇
年
後
の
昭
和
三
七
年
で
な
い
と
発
生

し
な
い
と
い
う
點
か
ら
見
れ
ば
、
差
當

つ
て
特
別
に
問
題
と
す
る

程

り
こ
と
で
な
い
と
も
言

い
得
よ
う
が
、
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
養
老
保
険

を
た
と
え

一
時
的

に
も
せ
よ
骨
抜
き
に
し
、
そ
の
本
來
の
機

能
を
失
わ
し
め
る
も
の
で
あ

つ
て
、
誠
に
遺
憾
な
措
置
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
昭
和
三
七
年
で
な
い
と
受
給
資
格
が
生
じ

な
い
と
い
う
の
は
原
則
で
あ

つ
て
、
坑
内
夫
の
一
部
に
つ
い
て
は

一
一
年
數
ケ
月
で
受
給
資
格
が
発
生

す
る
か
ら
、
昭
和
二
八
年

一
一
月



か
ら
そ
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
本
制
度

の
早
急
適
正
な
改
善
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
厚
生
年
金
保
険

の
互
額
の
積
立
金
の
運
用
に
つ
い
て
極
め
て
遺
憾
な
點
が
見
ら
れ
る
の
も
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
積
立
金
は
昭
和
二
六
年
度
末
に
は
五

一
〇
億
圓
を
超
え
、
ま
た
毎
年
二
〇
〇
億
圓
余
づ

」
増
加
す
る
見
込
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大

蔵
省
資
金
運
用
部
に
預
け
入
れ
ら
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
全
部
が
地
方
債
や
金
融
債
に
投
融
資
さ
れ
て
い
る
歌

熊

で
、
被
保
険
者

の
厚
生
幅
社
施
設
の
た
め
の
資
金
と
し
て
は
、
昭
和
二
七
年
度
に
至

つ
て
漸
く
病
院
建
設
資
金
と
し
て
六
億
圓
、
住
宅

建
設
資
金
と
し
て

一
〇
億
圓
が
、
地
方
債
転
貸

の
形
式
を
以
て
、
還
元
融
資
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
亘
額

の
積
立
金
の
豫
定
運
用
利
率
は
年
三
分
五
厘
と
な
つ
て
い
る
が
、
地
方
債
や
金
融
債
の
利
廻
り
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
八
分

五
厘
以
上
で
あ
り
、
そ
の
利
益
差
は
、
積
立
金
を
六
百
億
圓
と
し
て
、
年
額
三
〇
億
圓
に
上
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
三
〇
億
圓
は
、

本
來
な
ら
ば
、
利
益
配
當
金
と
し
て
被
保
険

者
に
返
還
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
被
保
陰
者
の
厚
生
福
祉
資
金
と
し
て
使
用
さ

る
べ
き
も

の
で
あ
つ
て
、
運
用
部
の
資
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
積
立
金
の
運
用
、
そ
の
在
り
方
に
つ

い
て
改
善
を
加
え
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題

の
他
に
も
、
適
用
範
囲

、
年
金
受
給
資
格
、
支
給
開
始
年
令
、
脱
退
手
當
金
な
ど
再
検
討
を
要
す
る
點
が
多
い
の

で
あ
る
。

最
後
に
船
員
保
険

討
度
で
あ
る
が
、
之
の
保
険

に
お
い
て
も
、
連
年
の
よ
う
に
短
期
給
付
で
あ
る
疾
病
保
険

給
付

と
失
業
保
険
給
付
と

で
甚
だ
し
い
赤
字
を
生
じ
、
た
め
に
長
期
給
付
の
資
金
と
し
て
積
立
て
ら
る
べ
き
資
金
を
流
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
漸
く
船
員
保
険

の

蓮
營
を
行

つ
て
い
た
と
い
う
状
態

だ
つ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
六
年

一
月
か
ら
は
保
険
料
率
の
改
訂
を
な
し
、
從
來
の
一
三
%
(普
通
〉

を

一
六
%
に
、

一
一
%

(失
業
保
険

な
き
も
の
)
を

一
四
%
に
引
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
措
置
に

よ

つ
て
保
険
料
牧
納
額
が
増
加
し
た
の
に
加
え
て
倖

い
に
経
済
界
が
好
轉
し
て
失
業
給
付
も
減
少
し
た
の
で
、
昭
和
二
六
年
度
に
お
い
て



は

、
漸

く
若

干

の
黒
字

を

残

し
得

る

に
至

つ
た
。

然

し
な

が

ら

、

診

療

翠

價

、

入

院

料

の
引

上

げ

、
傷

病

手

當

金

、
蒙

族

診
療

の
上
昇

傾

向

な

ど

の
た

め
、

昭

和

二
七

年

度

の
保
険

財

政

は
や

は

り

危

惧

さ

れ

て

い

る
。

こ

の
故

に

船
員
保
険

に

お

い

て
も

、
適

正

な

改

善

を
施

し

て
そ

の
財

政

の
健

全

化

を

實

現

せ
ね

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る
。

二

)

標
準
報
酬

は
、
そ
れ
よ
り
前
、
昭
和

二
四
年

一
月

に
も
四
〇
等
級
、
最
高

=
二
、
八
〇
〇
圓

に
引

上
げ
ら
れ

て
い
た
。

(
二
)

右

の
引
上
げ

に
よ
り
、
法
律

が
實
施
さ
れ
た
昭
和

二
六
年

一
月

か
ら
年
度
末
ま
で
の
牧
入
櫓

は
三
億
圓

の
見
込
み

で
あ

つ
た
。

(
三
)

右
改

正
の
調
査
に
よ
る
と
、
法
第

五
五
條

に
よ
る
資
格
喪
失
後

の
継
続
給
付

に
要
す
る
費
用
は
、
年
間

一
二
八
、
五
〇
〇
萬
圓
、
そ
の
う
ち
被
保

險
者

た
り
し
期
間
が
六
ケ
月
未
満

の
者

に
要
す
る
費

用
が

二
四
、
○
○
○
萬
圓

で
、
現
費
用

の
約
五
分

の

一
に
達
し
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
賓
格
期

間

の
設
定

に
よ
つ
て
、
本
年
度
建
期
間

三
ケ
月
間

に
お
け

る
支
出
減

は
約

六
、
○
0
0
萬
圓

に
達
す

る
と
豫
定
さ
れ
て
い
た
。

(
四
)

國
艮
健
康
保
険

の
診
療
報
酬
軍
慣
を
健
康
保
険

と
同
額

に
引

上
げ

よ
と
の
要

求
は
、

全
國
的
に
医
師
會
側
か
ら
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
が
、

そ

の

一
例

と
し
て
福
岡

縣

の
場
合
を
見

る
と
、
か

x
る
要
求

に
対
し
、
福
岡

県
下

の
市
町
村
が
經
営

し
て

い
る
國

民
健
康
保
険

組
合

は

「
現
在

い
す
れ

も
赤
字
輕
営

に
轡
ま
さ
れ
、

一
月
末

の
赤
字
累
計

は
三
、
八
〇
〇
萬
圓
.
医
師

へ
の
未
拂
金
二
.
二
〇
〇
萬
圓
と
實

に
六
、
○
○
○
萬
圓

の
債
務

を

負

つ
て
お
り
、
こ

の
上
軍
便
を
引

上
げ

る
と
月
約
七
、
八
〇
〇
萬
圓

の
支
拂
増

を
來
す

こ
と
と
な
り
、

つ
ぶ

れ
る
他
な

い
と
こ
ぼ
し
て
い
る
」
状
態

で
あ
る

(

)
。

(
五
)

障
害
年
金
と
潰
7族
年
二金
に

つ
い
て
は
、
昭
和
二
四
年
法
律
第
一二
八
號
、
昭
和
二
六
年
厚
生
年
金
保
険

法
特
例
に
よ
つ
て
も
、
増

額
が
行
「
わ
れ
.た
o

」

二

わ
が
國

の
健
康
保
険

そ
の
他
各
種
の
社
血
日
保
険
制
度
が
い
す
れ
も
經
濟
的
に
窮
乏
し
て
い
て
、
給
付
の
改
善
な
ど

は
思
い
も
よ
ら
な
い

状
態

に
あ
る
た
め
、
抜
本
的
な
改
正
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
も
明
白
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
改
正
は
各
方

昭

二
七

、

四

、

一
七
日

夕

刊

フ

ク

ニ
チ



面
か
ら
長
ら
く
の
間

要
望
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
遂
に

厚
生
省
も
そ
の
改
正
に
着
手
し
、

昭
和
二
八
年

一
一
月
實
施
を
目
標
と
し

て
、
健
康
保
険

法
、
厚
生
年
金
保
険

法
、
船
員
保
険

法
の
改
正
に
關
す
る
参
考
試
案
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
社
會
保
険

審
議
會
に
提
示
す

る
に
至

つ
た
。

試
案

の
内
容
は
大
体
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

健
康
保
険
法
-

一

適
用
範
囲

の
擴
張

現
行
適
用
範
囲

の
他

に
左
の
事
業
に
も
適
用
す
る
。
土
木
、
建
築
、
教
育
、
研
究
、
調
査
、
醫
療
、
調
剤
、
看
護
、
助
産
"
通
信
、
報

道
、
社
會
福
祉

の
事
業

二

標

準

報

酬

①

標
準
報
酬
を
三
、
○
○
○
圓
-

三
六
、
○
○
○
圓
に
引
上
げ
る
。

②

標
準
報
酬

の
変
更
を
年

一
回
定
蒔

(
八
月
)
に
行
う
こ
と
に
す
る
。

③

標
準
報
酬
の
決
定
後
二
年
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
訂
正
を
行
わ
な
い
。

三

療
養
給
付
期
間

の
延
長

療
養

の
給
付
費

の
一
部
國
庫
負
担

を
前
提
と
し
て
、
現
行
の
療
養
の
給
付
期
間
二
年
を
三
年
に
延
長
す
る
。

四

國

庫

負

擔

療
養
給
付
費

の
二
割
を
國
庫
負
担

と
す
る
。

厚
生
年
金
保
険
法
-

一

適
用
範
囲

の
拡
張



前
述
健
康
保
険

と
同
様
に
そ
の
範
囲

を
擬
張
す
る
。

二

標

進

報

酬

①

現
行
の
二
、
○
○
○
圓
乃
至
八
、
○
○
○
圓

の
一
〇
等
級
と
さ
れ
て
い
る
の
を
三
、
○
○
○
圓
乃
至
三
六
、
○
○
○
圓
に
引
上
げ

る
。②

標
準
報
酬
は
年

一
回
定
期

(八
月
)
に
改
訂
す
る
。

③

標
準
報
酬
は
二
年
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
遡
及
し
て
訂
正
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

被
保
險
者
資
格

の
得
喪
と
こ
れ
に
關
す
る
記
録

①

資
格

の
得
喪
、
種
別
及
び
そ
の
変
更
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
廳

の
確
認
を
條
件
と
す
る
こ
と
と
し
、
資
格
の
取
得
及
び
そ
の
種
別

に

つ
い
て
は
、
二
年
以
前
に
遡
及
し
て
確
認
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

②

資
格
に
關
す
る
記
録
を
法
定
の
原
簿
に
記
録
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
保
険

給
付
の
内
容

1

通
則
に
つ
い
て

①
保
険

給
付

の
額

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬

は
、
昭
和
二
三
年
八
月
以
降
の
も
の
の
み
を
と
る
こ
と
と
す
る
。

②

障
害
年
金
受
給
者
た
る
被
保
険

者
が
更
に
癈
疾
と
な

つ
た
場
合
は
、
そ
の
前
後

の
癈
疾

の
状
態
を
合
し
て
廢
疾
の
程
度
を
定
め
、

こ
れ
に
應
じ

た
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑧

從
前
の
規
定
に
よ
つ
て
保
険
給
付
を
受
け
る
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
保
険

給
付
は
、
從
前
の
ま
」
こ
れ
を
凍
給
す
る
こ
と
と

し
、
そ
れ
が
極
端
に
低
額
の
場
合
は
こ
れ
を

一
定
額
ま
で
引
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。・

2

老

令

年

金



①

支
給
開
始
年
令
は
五
年
引
上
げ
、

一
般
六
〇
議
、
坑
内
夫
五
五
歳
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
経
過
的
措
置
と
し
て
漸
亥
そ
の
年
令

を
引
上
げ
る
よ
う
に
す
る
。

②

四
〇
歳
以
上
の
高
年
令
者
に
對
し
て
は
、
資
格
期
間
を
短
縮
し
て

一
五
年
と
し
、
こ
れ
に
低
額
の
年
金
を
支
給
玄
る
。

③

年
金
額
は
定
額
部
分
と
報
酬
比
例
部
分
で
構
成
す
る
こ
と
と
し
、
定
額
部
分
は
月
額

一
、
○
○
○
圓
、
報
酬

比
例
部
分
は
資
格
期

間

一
年
に
つ
き
平
均
報
酬
額
の
百
分
の

一
と
す
る
。

④

扶
養
加
算
の
制
度
を
設
け
、

一
人
月
額
四
〇
〇
圓
を
支
給
す
る
。

⑤

坑
内
夫
に
つ
い
て
は
、
坑
内
夫
の
特
典
中
、
現
行
の
繼
續
し
た

一
五
年
間
に
坑
内
夫
と
し
て
被
保
険

者
で
あ

つ
た
期
間

一
六
年
以

上

の
者
に
樹
す
る
特
典
は
廃
止

し
、
そ
の
他
の
特
典

(期
間
換
算
三
分
の
四
)
は
現
行
通
り
と
す
る
。
但
し
、
從
來

の
既
得
権
は
尊
重
す

る

こ
と
と
す
る
。

3

障

害

年

金

①

認
定
時
期
は

一
年
延
長

(醫
師
叉
は
歯
科
署
師
の
診
療
7を
受
け
た
日
か
ら
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
)

す
る
。

②

資
格
期
間
は
業
務
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
、
業
務
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
現
行
通
り
と
す
る
。

③

年
金
の
等
級
は
、
癈
疾
の
程
度
に
よ
り
、
こ
れ
を
四
等
級
の
年
金
と
手
當
金
と
に
区
分
す
る
。

④

支
給
額
は
二
級
を
老
令
年
金
と
同
程
度
と
し
、
級
別
に
そ
の
程
度
に
應
じ
増
減
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑤

扶
養
加
算
は
老
令
年
金
と
同
様
に

一
人
に
つ
き
月
額
四
〇
〇
圓
と
す
る
。

⑧

年
金
受
給
者

の
癈
疾
の
状
態
が
増
減
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
應
じ
て
年
金
額
を
改
正
す
る
こ
と
と
す
る
.、

4

遺

族

年

金

①

遺
族
に
對
す
る
給
付
の
制
度
は
、
現
行
の
遺
族
年
金
と
寡
婦
、
蘇
夫
、
遺
兒
年
金
を
統

一
す
る
。



②

資
格
期
間
は
、
業
務
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
、
業
務
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
現
行
通
り
と
す
る
。

③

遺
族
の
範
囲
及
び
順
位
は
現
行
通
り
と
し
、
被
保
険

者
期
間
二
〇
年
未
満
の
遺
族
に
つ
い
て
は
配
偶
者
、
子

と
す
る
。

④

年
金
額
は
老
令
年
金
の
二
分
の
一
と
し
、
増
額
金
叉
は
扶
養
加
算

一
人
に
つ
き
月
額
凶
○
○
圓
を
加
給
す
る
。

5

脆
退
手
當
金
及
び
遺
族

一
時
金

①

脆
退
手
當
金
は
康
止
す
る
。
但
し
從
來
の
期
待
権
は
尊
重
す
る
。
こ
の
場
合
、
女
子
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険

よ
り
任
意

に

脱
退
で
き
る
こ
と
に
す
る
。

②

遺
族

一
時
金
は
廃
止

す
る
。

五
保
険

料
及
び
國
庫
負
担

①
保
険

料
は
、
六
段
階
に
分
け
て
漸
次
給
付
に
見
合
う
率
に
戻
す

こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
現
行
の
そ
れ
を
昭
和
二
八
年
度
四
%
、

三
〇
年
度
五
%
、
三
二
年
度
六
%
、
三
四
年
度
七
%
、
三
六
年
度
八
%
、
三
八
年
度
九
%
と
し
こ
れ
以
降
は
引
上
げ

な
い
。

②

國
庫
負
担

は
給
付
額
の
二
割
と
す
る
。

六

船
員
保
険

制
度
と
の
調
整

被
保
険

者
で
あ

つ
た
期
間
を
通
算
す
る
。

船
員
保
険
法
-

被
保
険

者
の
資
格
は
、
行
政
聴

の
認
定
で
確
定
す
る
こ
と
と
し
、
標
準
報
酬
は
二
年
以
前

の
も
の
に
つ
い
て
遡
及

し
て
訂
正
を
行
わ
な

い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
汽
船
ト
ロ
ー

ル
漁
業
な
ど
の
漁
船
乗
組
員
で
、

一
年
以
内
の
使
用
人
は
失
業
保
険
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と

す

る
。

な
お
最
近
、
全
國
八
五
萬
に
上
る
日
雇
労
働
者
を
対
象

と
す
る

日
雇
労
働
者
健
康
保
険

法
案
が
今
次
の
第

一
五
特
別
國
會
に
提
出
さ



れ
、
遅
く
も
本
年

一
〇
月
よ
り
審
施
さ
れ
る
見
通
し
が
つ
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
傳
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
法
案

の
内
容
は
大
体
次
の

通

り
で
あ
る
。

①

加
入
の
範
囲

は
自
由
労
務
者
、
家
政
婦
、
付
添
婦
、ト
大
工
、
左
官
な
ど
。

②
保
険

料
は
本
人
、
雇
主
が
毎
日
八
圓
づ
Σ
を
負
担

す
る
。

③

被
保
険

者
が
醫
療

の
給
付
を
受
け
得
る
期
間
は
三
ケ
月
と
す
る
。

④

傷
病
手
當
は
當
初
は
九
〇
圓
乃
至

一
四
〇
圓
を
支
給
す
る
豫
定
で
あ
つ
た
が
、
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

⑤
保
険

料
徴
収
方
法
は
切
手
制
に
よ
り
、
雇
主
が
日
給
を
渡
す
と
き
に
加
入
者
の
労
働
手
帳
に
こ
れ
を
は
つ
て
や
り
、
加
入
者
は
そ

れ
を
保
険

醫
に
提
示
し
て
醫
療

を
う
け
る
。

更
に
國
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
醫
療
給
付
費

の
二
割

(結
核

に
つ
い
て
は
五
割
)
を
國
庫
負
擔
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
と

と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
社
會
保
障
制
度
審
議
會
を
始
め
、
保
険
者
、
被
保
険

者
、
診
療
擔
當
者
な
ど
、
凡
ゆ
る
人
々
に
夙
く
か
ら

要
望
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
實
現
を
見
な
か
つ
た
.の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
八
年
度
豫
算
案
に
お
い
て
、
漸
く
、
醫
療
給
付
費
の

一
割
五
分
、

約

三
〇
億
圓
を
國
庫
負
担

と
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
に
至
つ
た
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
社
會
保
険

改
正
案
や
日
雇
労
働
者
健
康
保
険

法
案
が
實
際
に
制
定
さ
れ
、
ま
た
國
民
健
康
保
険

の
醫
療
給
付

費

の
一
割
五
分
の
國
庫
負
担

が
實
現
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
國
の
社
會
保
険
制
度
は
確
か
に
相
當
改
善
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

る

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
個

々
の
具
体
的
な
改
正
點
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
、
被
保
険

者
な
ど
立
場
の
異
る
と
と
も
に
意
見
が
異
り

、

賛
否
の
わ
か
れ
る
問
題
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
厚
生
年
金
保
険

の
養
老
年
金
の
支
給
開
始
年
令
を
現
行

の

一
般
五
五
歳
、
坑
内
夫

五
〇
歳
を
各

々
五
年
引
上
げ
よ
う
と
す
る
點
や
資
格
期
間
、

特
に
高
年
令
者
の
資
格
期
間
短
縮
、

脱
退
手
當
金
制
度
の
存
廢
、

標
準
報

酬
、
保
険

料
率
の
引
上
げ
、
年
金
額
な
ど
、
み
な
何
ら
か
の
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
上
述
の
改
正
諸
方
策
が



全
面
的
に
實
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
相
當
の
改
善
、
整
備

が
實
現
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
以
て
し
て
も
な
お
十
全
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
0
他
に
も
改
正
を
要
す
る
點
は
多
い
の
で

あ
る
。

第

一
に
、
適
用
範
囲

を
な
お

一
層
擴
張
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

わ
が
國
で
健
康
保
険

そ
の
他
に
よ
り

醫
療
保
険

の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

は
、

被
用
者

一
、
四
一二

萬
人
中

九
六
六
萬
人
余
で
六
八

%
、
そ
の
被
扶
養
者
は
全
被
用
者
家
族
二
、
五
五
七
萬
人
中

一
、
七
四
六
萬
人
で
六
八
%
で
あ
り
、
署
療
保
険

の
適
用
を
受
け
な
い
者
は

被

用
者
で
約
四
五
〇
萬
人
、
そ
の
家
族
で
約
八

一
〇
萬
人
も
あ
る
。
ま
た
被
用
者
以
外
の

一
般
國
民
で
國
民
健
康
保
険

の
適
用
を
受
け
て

い
る
者
は

一
般
國
民
の
人
口
四
、
五

一
一
萬
人
中
約
二
、
三
五
〇
萬
人
で
五
二
%
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
醫
療
保
険

の
適
用
を
未
だ

に
受
け
て
い
な
い
者
が
現
在
で
も
三
、
四
〇
〇
萬
以
上
も
あ
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
今
次
の
改
正
案
の
よ
う
に
各
種
の
事
業
に
そ
の
適
用

を
拡
張

す
る
こ
と
は
固
よ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
從
來
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
從
業
員

五
人
未
満
の
小
企
業
に

雇

用
さ
れ
て
い
る
被
用
者
に
も
擴
張

適
用
が
圖
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
ら
の
人

々
に
と
つ
て
は
、
醫
療
保
障
の
必
要
度
が

一

層
多
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

健
康
保
険

や
船
員
保
険

と
同
様
に
、
養
老
年
金
を
主
眼
と
す
る
厚
生
年
金
保
険

に
お
い
て
も
、
適
用
範
囲

は
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
擴
張

す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
破
保
険

者
期
間
六
月
以
上
二
〇
年
未
満
の
破
保
険

者
が
死
亡
し
た
と
き
叉

は
被
保
険

者
期
間
六
月
以
上
二
〇
年
未
満
の
女
子
被
保
険
者
が
婚
姻
叉
は
分
娩

の
た
め
被
保
険

者
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
を
除
き
、
被
保

險

者
た
り
し
期
間
が
五
年
未
満
の
者
に
樹
し
て
は
、
脆
退
手
當
金
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
適
用
事
業
の
範
囲

が

限

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
轉
業
、
轉
職
、
退
職
な
ど
の
た
め
に
適
用
か
ち
除
外
さ
れ
、
保
険
料
の
掛
け
捨
て
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
こ
と

が
少
く
な
い
。
こ
れ
は
勤
労
者
を
不
當
に
搾
取
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
故

に
、
適
用
範
囲

を
拡
張

す
る
こ
と
が
必
要
と



さ
れ
る
の
で
あ
り
、
然
ら
ず
ば
拂
込
み
ず
み
の
保
険
料
程
度
の
も
の
を
返
還
す
る
よ
う
な
措
置
を
講
ず

べ
き
で
あ
る
。

次
に
厚
生
年
金
保
険

に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
亘
額
の
積
立
金
の
運
用
の
問
題
で
あ
る
。
既
述
の
通
り

こ
の
積
立
金
は
昭
和
二

六
年
度
末
に
五

一
〇
億
圓
に
達
し
、
そ
の
後
も
毎
年
二
〇
〇
億
圓
余
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
関
係
者

の
多
年

の

要
望
に
も
拘
ら
ず
、
被
保
険
者

の
厚
生
福
社
資
金
と
し
て
從
來
は
殆
ど
全
然
使
用
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。

こ
れ
は
、
既
述
の
通
り
、
醫
療

機
關
の
整
備
を
初
め
、
老
令
者
を
牧
容
す
る
た
め
の
老
人
ホ
!
ム
、
癈
疾
者
の
た
あ
の
療
養
施
設
そ
の
他
、
被
保
険

者
の
た
め
の
厚
生
福

胤
資
金
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
こ
の
積
立
金
以
外
に
、
失
業
保
険

、
國
家
公
務
員
共
濟
組
合
、
船
員
保
険

な
ど
も

そ
れ
ぞ
れ
相
當
の
積
立
金
を
有

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
も

一
本
に
ま
と
め
て
、
健
康
保
険

や
國
民
健
康
保
険

な
ど
の
短
期

疾病
保
険

の
運
轄
資
金
に
充
常
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
各
種
社
會
保
険

即
ち
健
康
保
険

、
國
民
健
康
保
険

、
失
業
保
険

、
労
災
保
険

な
ど
の
短
期
保
険

と
各
種
の
年
金
保
険
即
ち
厚
生
年

金
保
険

、
船
員
保
険

、
國
家
公
務
員
共
濟
組
合
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ

一
本
の
制
度
に
整
備
、
統
合
し
、
行
政
機
構

の

一
元
化
と
事
務
費
の
大

幅
節
減
を
圖
る
べ
き
で
あ
る
。

更
に
、
現
行
法
の
下
で
は
、
醫
師
、
歯
科
醫
師
な
ど
の
診
療
捲
常
者

に
支
払
わ
れ
る
診
療
報
酬
は
、
診
療
に
用

い
ち
れ
る
藥
品
そ
の
他

の
物
が
基
準
と
な
つ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
醫
師
の
熟
練
、
経
験
、
專
門
技
術
な
ど
は
重
要
な
基
準
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
點

は
、

醫
師

の
知
識
、
技
能
な
ど
を
も
基
準
と
し
て
、

一
層
合
理
的
な
制
度
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
ざ
れ
ば
、

醫
師
の
良
心
的
な
診
療

は
、
結
局
、
望
み
が
た
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
わ
が
國
で
は
、
從
來
通
り
開
業
醫
制
度
の
存
続
を
認
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
病
院
や
診
療
所
の
設
備
、
構
造
、
管
理
な
ど
に
つ

い
て
は
嚴
重
な
規
制
を
加
え
て
そ
の
内
容
を
充
實
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
と
共
に
、
・公
的
署
療
機
關
即
ち
都
道
府
縣
、
市
町
村
そ
の
他

厚
生
大
臣
の
定
め
る
者

(
た
と
え
ば
日
本
赤
十
宇
社
、
濟
生
會
な
ど
)
が
欄
設
す
る
病
院
叉
は
診
療
所
に
對
し
て
は
、
そ
の
設
置
費
用
の



た
め
に
國
庫
補
助
金
を
與
え
る
な
ど
し
て
、
そ
の
整
備
、
充
實
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
に
お
い
て
も
、
法
律
に
ょ

つ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
最
低
基
準
に
も
達
し
得
て
い
な
い
病
院
、
診
療
所
が
多
微
存
在
す
る
状
態
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は
特
に
私
人
経
営

の

そ
れ
に
お
い
て
著
し
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
公
的
醫
療
機
關
の
た
め
に
は
、
-た
と
え
極
め
て
不
充
分
で
あ
る
に
せ
よ
國
庫
補
助
や
資
金

運
用
部
資
金
の
融
資
と
い
う
方
途
も
あ
る
の
に
反
し
、
私
人
経
営

の
そ
れ
に
対
し
て

は
、
金
融

の
方
途
が
殆
ど
全
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
た

め
に
他
な
ら
な
い
。
開
業
馨
制
度
を
全
然
認
め
な
い
な
ら
ば
格
別
、
こ
れ
を
認
め
、
か
つ
そ
の
施
設
や
管
理
に
嚴
重
な
規
制
を
加
え
る
以

上
、
私
的
醫
療
機
關
の
た
め
に
も
、
何
ら
か
の
形
で
長
期
か
つ
低
利
の
特
別
な
融
資
の
便
宜
を
與
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
わ
が
國
の
健
康
保
険

そ
の
他
は
特
別
會
計
の
下
に
独
立
採
算
制
に
よ
ち
て
運
營
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
が
制

限

診
療
と
か
水
ま
し
診
療

の
弊
害
を
生
ぜ
し
め
て
適
正
な
診
療
を
受
け
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
ま
た
保
険

財
政
の
窮
迫
、
甚
だ
し

き
は
そ
の
破
局
的
危
機
と
い
う
事
態
を
も
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

の
會
計
と
な

つ
て
い

る
健
康
保
険

法
や
厚
生
年
金
保
険

な
ど
を
統
合
し
、
こ
れ
を

一
本
の
財
政
的
基
礎

の
上
に
運
營
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
、
解
決
し
得
る
の

で
あ
る
が
、
國
民
の
保
険
料
負
担

能
力
が
す
で
に
限
度
に
達
し
て
い
る
現
歌
か
ら
す
れ
ば
、
大
幅

の
國
庫
補
助
の
噺
行
、
少
く
と
も
社
會

保
障
制
度
審
議
會
の
勧
告
の
如
く
醫
療
給
付
費
の
二
割
の
國
庫
補
助
の
断
行
が
必
要
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
同
審
議
會
の
第
二
次
勧
告
に

も
あ
る
如
く
、
健
康
保
険

に
つ
い
て
も
、
國
民
健
康
保
険

に
つ
い
て
も
、

「
一
部
の
者
の
教
育

℃
あ
た
る
國
立
大
學
に
樹
し
て
も
、
國
庫

が
尤
大
な
費
用
を
負
担

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
社
會
的
責
任
を
強
調
す
べ
き
疾
病
傷
害
に
樹
し
て
、
國
庫
が
こ
の
程
度

の
負
担

を
拒
む
べ
き
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
」
し
、
ま
た

「國
民
の
所
得
が
先
進
國
に
比
較

し
て
著
し
く
貧
困

な
日
本
に
お
い
て
、
醫

學

の
進
歩
に
對
應
す
る
が
如
き
給
付
を
行
う
に
は
、
こ
の
程
度
の
負
担

を
國
家
が
行
う
こ
と
は
む
し
ろ
當
然

で
あ
る
」
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。昭

和
二
八
年
度
豫
算
に
お
い
て
漸
く
國
民
健
康
保
険

の
醫
療
給
付
費
の

一
割
五
分
、
約
三
〇
億
園
の
國
庫
負
担

が
認
め
ら
れ
る
に
至

つ



た

こ
と

は
、

一
歩

前

進

と

し

て

よ

ろ

こ
ぶ

べ
き

こ

と
ば

ば

蓮

い

な

い
け

れ

ど
も

、

こ

の
程

度

の
國

庫

負

婚

で

は
、

な

お
保
険

料

五
%

程

度

の
引

上

げ

を

行

わ

ざ

る

を
得

な

い

と

云

わ
れ

て

い

る

の
で
あ

る
。

從

つ
て
、

今

後

も

、

最

低

二

割

の
醫

療

給

付
費

の
國
庫
負
担

の
實

現

、

更

に
進

ん
で

は
、

せ

め

て
審

議

會

の
第

一
次

勤

告

に
示

さ

れ

て

い

る
程

度

の
社
會

保
障

制

度

の
實

現

の
た

め
に

、

一
暦

の
努

力

が

な

さ

れ

な

け

れ

ぽ

な

ら

な

い
。

(
一
)

昭
和

二
八
年

一
月

日
三
日
大
阪
朝
日
新
聞
所
載

(
二
)

厚
生
年
金
保
険
制

度

の
改
正
に
關

し
、
昭
和
二
七
年
九
月

一
七
日

に
厚
生
省

へ
提
出
し

た

「
意

見
ト

の
中

で
、
日
輕
連

は
次

の
よ
う

に
蓮

べ
て

い

る
●

「
先
ず
第

一
に
は
、
將
來
社
会

保
障
制
度

の
確
立

を
侯

つ
て
各
種
灘
會
保
険

相
互
の
關
蓮
性

を
考
え

、
然

る
後

全
面
的

な
改
正
を
行
う

べ
き

で
あ

つ
て
、
今

『
個

々
の
雌
會
保
険

を
夫

々
別
個

に
探
り
上
げ

改
正
す

べ
き
も

の
で
は
な
い
。

「
第
二
に
、
労
使

の
保

険
料
負
指
分

に
つ
い
て
は
、
料
率

の
引
上
及
び
標
準
報
酬
月
額
最
高
額

の
引
上
何
れ

の
場
合

に
せ

よ
、
我
國
今
口

の
経
済

事
情

よ
り
み

て
そ

の
負

擔
増

に
は
反
野
で
あ
る
。
即
ち
勤
労
者

に
と
つ
て
は
そ

の
生
活
が
安
定
し
得

な
い
現
妖
及
び
企
業

に
と
つ
て
な

國
際
競
畢

の

試
練

に
立

た
さ
れ
、

コ
ス
ト

の
引
下
ボ
要
請

さ
れ
、
且

つ
資
本
蓄
積

の
必
要

が
痛
感
さ
れ

て
い
る
今
日
、
而
も
現
在
既

に
各
企
業

の
負
擔

に
お
い
て

退
職
金
又
は
年
金
制
度
が
と
ら
わ
て
い
る
實
情

よ
り
み

て
、

こ
れ
以
上
厚
生
年
金

の
た
め

に
負
擔

増
加

を
來
す
こ
と
は
全
面
的
に
反
鍬
す

る
。

「
依

つ
て
厚

生
年
金
保
険

法

の
改
正

に
當

つ
て
は
、
現
行

制
度

の
合
理
化
、
積
立
金
運
用

の
適

正
化
等
を
行

い
、

こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
余
裕
金

の
限
度
内

に
お

い
て
給
付

の
調
整
改
善

を
圖
る

べ
き
で
あ

る
。

「
な
お
現
在
積
立
金
は
大
藏
省
賛
金
運
用

部
資
金

に
投
入
、
他

の
資

金
と
と
も

に

一
括
運
用

さ
れ
て

い
る
が
、
國
家
賓
金
ど
し
て
の
重
要
性

よ
り

み

て
其

の
運
用

に
は
大
藏
省

の
意
向

を
強
く
反
映
す
る
機
構

と
す
る
も
、
本
制
度

の
積
立
金

は
労
使
双
方

よ
り
強
制

し

て
積
立
ら

わ
た
も

の
で
あ
る

か
ら
、
他

の
費
金
と
は
切
離

し
て
獨
立
勘
定

を
設
け
、
そ

の
運
用

の
内
容
を
明
確

に
す
る
と
'乏
も

に
、
大

巾
に
こ
れ
を
被
保
険

者

に
選
元
融
資

し
て

そ
の
福
祉

の
た
め
に
運
用

せ
ら
れ
る
よ
弓
多
大

の
考
慮

を
拂
わ

れ

た
い
。」



次

に
、
総
評
が
、
厚
生
、
健
康
雨
保
険

改
正
に
關

し
要
望

し
て
い
る
事
項

と
し
て
は
、
次

の
事
項
が
傳
え

ら
れ
て
い
る
。

厚
生
年
金

に
つ
い
て
は

一

積

立
金
を
労
働
者

の
福
祉
封
策

に
選
元
融
資
し
、

且

つ
、

そ
の
管
理
蓮
営
方
式
を
民
主
的

に
合
理
化
す
る
こ
と
〇

二

保

険
料
率

の
引
上
げ
は
、
給
付
額

の
増
額

と
相
侯

つ
て
、
當
然
豫
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
労
働

者

の
過
重
負
指
と
な
ら
ぬ
程
度

に
す

る
こ
と
、

三

養
老
年
金

の
給
付
資
格
期
間
を

一
五
年

に
短
縮
し
、
給
付
開
始
年
令

は
現
行
ど
お
り
と
す

る
こ
と
。

四

養
老
年
金

の
給
付
額
は
最
低
月
額
五
、

0
0
0
圓

程
度

に
す
る

こ
と
。

五

厚
生
年
金
保
険

に
要
す
る
事
務
費

は
全
額
國
庫
負
擔
と

し
、
給
付

に

つ
い
て
は
三
分

の

一
を
國
庫

貢
擔

と
す

る
必
要

が
あ
る
。

六

'
睨
退
手
當
金

は
あ
く
ま
で
存
置
し
、

且

つ
女
子

の
任
意
脱
退
を
認

め
、

こ
わ
に
も
脱
退
手
當
金
を

つ
け
る

こ
と
。

健
康
保
険

に
つ
い
て
は

一

初
診
料

の
被
保
険

者
負
担

を
屡

止
す

る
こ
と
。

二

傷
病

手
當
金

の
額
は
出
來
得
れ
ば
標
準
報
酬

の

一
〇
割
、
少
く
と
も
八
割
と
す
る

こ
と

ー

(
「
労
働
法
令
通
信
」
第
五
巻
第

三
七
號

一
頁

以
下
)

な

お
社
會
保
険

審
議
會

で
は
厚
生
省

の
試
案

に
対
し
、
労
使

の
委
員

の
意
見
が
対
立

し
、

一
ケ
月
を
經
て
も

ま
と
ま
ら
ぬ
た
め
、
労
使
そ
れ
ぞ

れ

の
意
見
書

を
厚
相

に
提

出
す

る
こ
と
と
な
つ
た
が
、
使
用
者
側
委
員

は

コ
一
八
年
度

か
ら
発
生

す
る
坑
内
夫

の
年
金

一
、

二
〇
〇
圓

を
あ

る
程
度
引

上
げ

る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ

の
財
源
は
國
庫
負
措

の
増
額
、
積
立
金

の
運
用

に
よ

る
べ
き
で
あ

る
。
根
本
的
改
正

幡

一
般
受
給
者
が
大
量
に
発
生

す

る
ま
で
に
検
討
す
る
」

と
し
て

一
.

標
準
報
酬
引
上
げ
、
保
険

料
率

の
引
上
げ

に
は
反
対

一

給
付

は
國
、
事
業
主
、
被
保
険

者

が
均
等

に
負
擔
す

る

(
現
行
は

一
般

一
割
、
坑
内
夫

二
割
)
な
ど

の
意
見

を
倒

し
、

こ
れ
に
対
し

被
保
険



者
側

は
一

標
準
報
酬
は
給
付
内
容

の
充
實

を
前
提

と
し
て
試
案
に
賛
成
す

る
が
、

そ
の
場
合
料
率

を
現
行
よ
り
上
げ
む

い
。

二

年
金
額
は
定
額

一
、
五
〇
〇
圓
ー

二
、
○
○
○
圓

と
し
、
総
額

で
平
均
標
準
報
酬
の
四
〇
,%
と
す
る

な
ど
の
點
を
主
張
し
て
い
る
。
と
傳
え
ら
れ

て
い
る

(昭
和

二
七
年

一
二
月

二
五
目
附
大
朝

夕
刊
。
)

(
三
)

こ
れ
は
、
昭
和

二
七
年
・二
月
に
お
け

る
数
字

で
あ

る
。

(四
)

長
期
低
利

の
融
賓

に
關

し
て
は
、
日
本

医
師
會
、
日
本
歯
科
医
師
會

そ
の
他

か
ら

の
要
望
も
あ
り
、
厚
生
省

で
も
、
昭
和

二
六
年

以
來
、
全
額
政

府
出
費

に
よ

る
医
療
資
金
融
通
特
別
會
計

の
設
定
な
ど

に
よ
り
政
府

資
金
の
放
出

を
計

ろ
う

と
し
て
努
力
を

し
た
が
、
未
だ

に
實
現
さ
れ
す
、
そ

の

ま

」
と
な

つ
て

い
る
o

(
五
)

昭
和

二
八
年

一
月

一
八
日
附
大
朝
参
照
。

(
昭
和

二

八

。

一
・
三

一
目
稿

)


